ライオン・テーマ、テール・ツイスターの職責
２０１０～２０１１年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３５－A地区　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会則委員長　田中　充　　　　　　　　　　　　　　
ライオン・テーマ、クラブ会則・付則第２条１項（ｇ）＜設置は任意＞
旗・バナー・ゴング・木槌・歌集・各名札掛けを含め財産及び備品管理の責任を持つ。各会合の前にそれらを適切な場所に配置し、会合後に適切な保管場所に戻す。会合中は会場の秩序を維持し、出席者が適切に着席しているかどうかに留意し、クラブ及び理事会の会合に必要な会報・記念品その他の印刷物を配布する。新会員が各会合ごとに違ったグループと同席し、よりよく知られるように特別配置する。新会員が早くクラブに溶け込むように配慮する。
テール・ツイスター、クラブ会則・付則第２条１項（ｈ）＜設置は任意＞
適切な余興やゲームを行い、会員にファインを課すことによって会合の調和・友好・活気を促進する。テール・ツイスターのファインの課す決定はいかなる規制も受けない。ただし、ファインはクラブ理事会の定める額を超えてはならなし、同一会合において同一会員に２回を超えてファインを課してはならない。出席会員全員の賛成がない限りテール・ツイスターにファインを課すことは出来ない。
集まったすべての金銭は直ちに会計に引渡し、領収書を受け取る。（または会計の確認署名をもらう）
会則第８条３項（ｊ）任務および権限
理事会は一般的に認められた会計原則に基づいて、少なくとも２つの資金を別々に管理しなければならない。その１つは、会費・テール・ツイスターの集めたファインおよびクラブ内部で集めた資金などの運営資金とする。
もう１つは社会に支持を求めて集めたアクティビティまたは社会福祉のための資金とする。これらの資金からの支出は、第８条３項（ｇ）の規定＜理事会は事業を行って社会から集めた資金を本クラブ運営の為に支出する事を許可または承認してはならない。＞に厳しく従わなくてはならない。
原則として、事業資金会計から運営資金会計への流用は禁止。

また、会員のドネーションで集めた資金を運営費会計に流用するのも原則禁止。
クラブ会則・付則第９条６項＜寄付の依頼＞
会員でない者に、会合の席で会員から寄付を求めさせることはできない。また、本クラブの会合中に経費以外の臨時支出の要請または提案がなされた場合、すべて適当な委員会（財務委員会）または理事会に付託する。
ライオン・テーマの職責
ライオン・テーマはクラブ役員の１人。（理事会構成員）

クラブ諸備品の整備・保管管理・会場設営等の責務を負う。各会合において秩序を維持し、その会合全体の流れを諮る責任を負う。労力と知的操作が求められ、その会のプロデューサーの責務とも言える。特に例会の司会進行を務めることが主たる責務である。

例会の準備・方法（内容）等計画委員会と合議し理事会の承認を得て設営・運営するのがライオン・テーマの大きな責務になる。
会合の調和・友好・活気を促進する責務があるが、その全体の秩序を保つ責任を自覚。

単純に・慣習的にする事なく、クラブの伝統と雰囲気を壊すことなく、新しい試みに積極的にアタックし、より楽しい（意義ある）例会・会合にするよう知的操作を発揮する事がクラブ例会の運営・出席率を改新・向上に結びつく。

最も重要事は、時間の厳守。
開会時間・閉会時間、そして友好を深める時間配分。
テール・ツイスターの職責

テール・ツイスターはクラブ役員の１人。（理事会構成員）

例会やその他の会合で種々のアイデアによって会合を盛り上げ、会員間の親睦を図る責務を負う。テーツ・ツイスターの本分は、「いかに会合を楽しくさせるか」会合の引き立て役として「全体のやわらかい雰囲気図り」に徹する責務を負う。
つまり特別にテール・ツイスターの時間を設定している限り、その責務は重要であり、又目的達成の為「会合の調和を図る」とゆう意味からも規則正しい秩序で進行し楽しい例会のひとときを和気藹々に楽しく過ごすよう配慮する事。

その手段の１ツとして会員にファインを課す権限が与えられている。
但し、いたずらにファインを課すべきでない。
ファイン；テール・ツイスターが徴収する課金は運営費会計処理
ドネーション；善意に基づく自発的な寄付金は事業費会計処理

会員の慶事・誕生・表彰等色々な事実を紹介してドネーションとして会員が寄付を行うのを助ける責務。設置は任意となっているが、日本ではテイル・ツイスターはファインのほかドネーションにも深く関わって居るので、その設置は必要と考えられている。
☆年度当初に、ファインの金額を理事会で承認を得て例会に報告すること。（ワンポイントの金額）
☆年度当初に、クラブ事業出席に対する会員義務不履行の特別ドネーション、または特例ドネーションは、その金額を含め理事会で承認を得て例会に報告すること。
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